
南部区画整理事務所の跡地活用に係る契約候補事業者選定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 京都市公有財産及び物品条例（以下「条例」という。）第１３条に規定する委員会

として、南部区画整理事務所の跡地（以下「事務所跡地」という。）活用に係る契約候補

事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 事務所跡地の活用に係る契約候補事業者を、公募型プロポーザル方式により選定

するに当たり、専門的な見地から、応募者の提案内容等の審査を行い、最も優れた事業者

（以下「契約候補事業者」という。）を選定する。 

 

（審議事項） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）募集要項に関する事項 

（２）契約候補事業者の選定に係る事項 

（３）その他建設局長が必要と認める事項 

 

（委員） 

第４条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

 

（委員の任期） 

第５条 条例第１５条第１項に規定する委員の任期は、委嘱の日から１年とする。ただし、

本市が選定した契約候補事業者と契約したときは、満了前に任期終了とする。 

２ 委員と応募者の間に利害関係があると認めたときは、当該委員を解嘱する。 

 

（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

 

（招集及び議事） 

第７条 委員会は委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しな

いときは、市長が招集する。 



２ 委員長は会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

５ 契約候補事業者は募集要項で定める「審査項目及び審査基準」による評価を踏まえ、委

員会の合議を経て決定する。 

６ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その

他の必要な協力を求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第８条 会議は、原則公開とする。ただし、京都市情報公開条例第７条に規定する非公開情

報が公になるときは、会議の全部又は一部を非公開とする。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、建設局都市整備部市街地整備課において行う。 

 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。 

 

  

附 則 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年７月２４日から施行する。 

 

（失効） 

２ この要綱は、本市が契約候補事業者と契約したときに、その効力を失う。 


